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九州大学情報公開・個人情報保護委員会規程

平成１６年度九大規程第１９２号

制 定：平成１７年 ４月 １日

最終改正：令和 ５年 ３月３１日

（令和４年度九大規程第１１１号）

（設置）

第１条 九州大学に、九州大学の情報公開に関すること及び個人情報保護に関すること（情報政

策委員会の審議事項を除く。）について調査審議又は企画するため、情報公開・個人情報保護

委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（任務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法人文書・個人情報の開示基準の策定に関すること。

(2) 法人文書の開示決定等並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止決定等のうち、次条第５

項に定める委員長（以下次号において「委員長」という。）が重要と認めるものに関するこ

と。

(3) 法人文書の開示決定等並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止決定等に係る審査請求に

対する決定のうち、委員長が重要と認めるものに関すること。

(4) 行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする事業者から、当該事業に関する

提案があった場合の当該提案に係る審査に関すること。

(5) 法人文書・個人情報の管理の基本方針に関すること。

(6) その他情報公開及び個人情報保護に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事、副学長及び副理事のうちから総長が指名する者

(2) 情報公開又は個人情報保護に関して専門的知識を有する九州大学の教員及び学外者のうち

から総長が指名する者

(3) 事務局長及び事務局の各部長

(4) その他総長が必要と認めた者

２ 前項第２号及び第４号の委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後

任者の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前項の委員は、再任されることができる。

４ 委員は、総長が任命する。

５ 委員会に委員長を置き、第１項第１号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

６ 委員長は、委員会を主宰する。

７ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

８ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

（議事）

第４条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができな

い。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

（委員会の委員以外の者の出席）

第５条 委員長が必要であると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞く

ことができる。

（専門委員会等）

第６条 委員会に、特定の事項を調査・検討させるため、必要に応じて専門委員会等を置くこと

ができる。
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（部局情報公開・個人情報保護委員会）

第７条 各学府、各研究院、各学部、基幹教育院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネ

ルギー国際研究所、病院、附属図書館、各学内共同教育研究センター、情報基盤研究開発セン

ター及び伊都診療所（以下「部局等」という。）に、次に掲げる事項を行うため、部局情報公

開・個人情報保護委員会を置くものとする。

(1) 部局等が保有する法人文書の開示決定等に関すること。

(2) 部局等が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(3) 部局等が保有する法人文書の開示決定等に係る異議申立てに対する決定に関すること。

(4) 部局等が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に係る異議申立てに対する決

定に関すること。

(5) 部局等が保有する法人文書・個人情報の管理に関すること。

(6) その他部局等における情報公開及び個人情報保護に関すること。

２ 部局情報公開・個人情報保護委員会の組織及び運営等については、当該部局等の長が、別に

定める。

（事務）

第８条 委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。

（補則）

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定め

る。

附 則

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の際現に九州大学情報公開委員会規則（平成１６年度九大規則第２２号。以

下「旧規則」という）の規定に基づき、情報公開実施委員会の委員に任命されている者は、こ

の規程の相当規定に基づき情報公開・個人情報保護委員会の委員に任命されたものとみなし、

任期の定めのある委員の任期については、旧規則による当該委員会の委員として在任した期間

を控除した期間とする。

附 則（平成１７年度九大規程第７５号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第１５号）

この規程は、平成１８年６月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第８２号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第９５号）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第３０号）

この規程は、平成２２年８月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第７４号）

この規程は、平成２２年１１月１日から施行し、改正後の九州大学情報公開・個人情報保護委

員会規程の規定は、平成２２年１０月１日から適用する。

附 則（平成２２年度九大規程第１２３号）

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この規程施行後最初に任命される第３条第１項第７号の委員の任期は、同条第２項本文の規

定にかかわらず、平成２４年３月３１日までとする。

附 則（平成２３年度九大規程第４２号）

この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第７９号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。
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附 則（平成２６年度九大規程第２５号）

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第９２号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第１１号）

この規程は、平成２９年５月３０日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第６２号）

この規程は、平成３０年２月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第９０号）

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第１３１号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第１３１号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規程第１１１号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。


